
・　施設の境界から300mの範囲内（点線内の範囲）
・　施設の敷地内（実線内の範囲）

小型無人機の飛行規制範囲
（イメージ図）

・　賢島内の基準点から1.5㎞の範囲内（点線内の範囲）
・　賢島の島内（実線内の範囲）

【賢島周辺の飛行規制範囲】

【施設周辺の飛行規制範囲】

賢島 

1.5㎞ 

対象施設の敷地 

対象施設 

300m 


